
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  確定申告が必要なサラリーマン 

Ｑ：私はサラリーマンです。サラリーマン

は年末調整をしているので確定申告は不要と

聞きました。確定申告が必要になる場合もあ

るのですか？ 

 

Ａ：次のような場合は確定申告が必要にな

ります。 

【解説】 

基本的に給与所得者は、年末調整で所得税

を精算していますので、確定申告する必要は

ありませんが、次のような人については確定

申告が必要になります。 

①  平成17年中の給与収入金額が2,000万円を

超える人 

②  給与を１ヶ所から受けている人で、給与所

得及び退職所得以外の各種の所得金額の

合計額が20万円を超える人 

③  給与を２ヶ所以上から受けている人で、年

末調整をされなかった給与の収入金額と

給与所得及び退職所得以外の各種の所得

金額との合計額が20万円を超える人。ただ

し、給与収入金額の合計額から雑損控除、

医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除

く所得控除の合計額を差し引いた金額が

150万円以下で、しかも給与所得及び退職

所得以外の各種の所得金額の合計額が20

万円以下である人は確定申告不要です。 

④  災害を受けた人で、平成17年中に給与につ

いて災害減免法により源泉徴収税額の徴

収猶予や還付を受けた人 
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